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防災都市づくり計画策定指針
●防災都市づくりの計画の策

定・見直しに資するため、
「防災都市づくり計画策定
指針」及び「防災都市づく
り計画のモデル計画及び同
解説」を作成しました。

国土交通省都市局都市安全課

■都市防災総合推進事業 事業主体：市町村、都道府県 等

主な事業メニュー 主な交付対象 国費率

①災害危険度判定調査 ・各種災害に対する危険度判定調査 １／３

②盛土による災害防止のた
めの調査

・盛土等に伴う災害の発生の恐れがある区域の把握及び
既存の危険な盛土の把握のために必要な調査

１／３
(R6年度まで１／２)

③住民等のまちづくり活動
支援

・住民等に対する啓発活動
・まちづくり協議会活動助成 １／３

④事前復興まちづくり計画
策定支援

・事前復興まちづくり計画策定
・都道府県による市区町村の事前復興まちづくり計画策

定を支援する取組
１／３

⑤地区公共施設等整備

・地区公共施設(避難路、避難地(避難地に設置する防災
施設を含む))

用地１／３
工事１／２

・地区緊急避難施設(指定緊急避難場所(津波避難タワー
等)、避難場所の機能強化(防災備蓄倉庫、非常用発電
施設等))

用地１／３
工事１／２

⑥都市防災不燃化促進 ・耐火建築物等の建築への助成 調査１／３
工事１／２

⑦木造老朽建築物除却事業 ・密集市街地における木造老朽建築物の除却への助成 １／２

⑧被災地における復興まち
づくり総合支援事業

・復興まちづくり計画策定
・地区公共施設、地区緊急避難施設 １／２

・高質空間形成施設
・復興まちづくり支援施設 １／３

立地適正化計画の手引き
●立地適正化計画の作成や変

更、運用を支援する観点か
ら、立地適正化計画の作成
手順や留意点等をとりまと
めました。市町村の実務担
当者をはじめ、計画策定に
関わる幅広い読者を想定し
て作成しました。

国土交通省都市局都市計画課

国土交通省 北陸地方整備局 建政部 都市・住宅整備課

新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1−1

TEL 025-280-8755                              （令和７年２月）

詳細については国土交通省HPをご確認いただくか、北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課までお問い合わせください

陸 版北
■立地適正化計画の策定に関する支援事業 実施主体：地方公共団体、民間事業者 等

事業名 制度概要 補助率

①集約都市形成支援事業
・立地適正化計画策定や、医療、福祉施設等の拠点への

移転促進、移転跡地の都市的土地利用からの転換等に
対する支援

１／２等

②都市構造再編集中支援
事業

・立地適正化計画策定に係る費用の支援
・立地適正化計画に基づき、公共公益施設の誘導・整備、

防災力強化、災害からの復興、居住の誘導の取組等に
対する支援

１／２等
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３．立地適正化計画の実効性向上を推進（立適＋）

頻発化・激甚化する都市災害に備えたまちづくり（立地適正化計画/防災指針の作成）が求められています。

１．近年は北陸管内においても地震・豪雨が多発

２．防災まちづくりの推進に向けて計画的な対応が必要

●平成23年7⽉新潟・福島豪⾬
・平成23年7⽉に新潟県と福島県会津を中⼼とした豪

⾬災害
・堤防の決壊や河川氾濫による浸⽔被害、⼟砂災害に

よる住家や道路の被害が多数発⽣

●⽴地適正化計画/防災指針の策定状況
・全国に⽐べ、北陸管内における⽴地適正化計画の作成は進んでいるが、防災指針は全国平均と同程度。
・防災まちづくり推進の必要性や必要な取組も認識しているものの、防災指針未作成の⾃治体あり。

市町村による適切な⾒直し（＝まちづくりの健康診断）の推進

取組を進める
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【⽴地適正化計画/防災指針の作成状況】
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(耐震化・耐水化など)

防災公園や避難路の整備

地区防災計画等の地区

単位の計画づくり

森林や農地などの保全
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【防災まちづくり推進の必要性と必要と考える取組（北陸管内）】

●令和6年能登半島地震
・令和６年元⽇に⽯川県能登地⽅でM7.6、最⼤震度

７を記録した地震災害
・奥能登地域を中⼼に津波や⼟砂災害、液状化現象、

家屋の倒壊等による⼈的・住宅被害が多数発⽣

●令和6年奥能登豪⾬
・令和６年９⽉に令和６年能登半島地震の影響が残

る中、同⼀地域で発⽣した複合的な災害
・輪島市等では、１時間降⽔量等が観測史上１位を

記録するなど、床上・床下浸⽔被害が多数発⽣

取組の必要性を踏まえた更なる裾野拡⼤取組の⽅向性1

■裾野拡⼤に向けた主な課題

■適切な⾒直しに向けた主な課題

国による推進策の⽅向性
〜実効性を⾼める⽴地適正化計画・防災指針の作成・⾒直しを後押し〜

取組の⽅向性２

③複数市町村が連携し検討
・調整を⾏う場の不⾜

広域連携の推進

・広域主体の役割の明確化
・連携が想定される周辺市町村への

データ提供
・連携⽅法やノウハウ等の情報提供

データ整備・標準化

・都市計画基礎調査等を活⽤した
全国のデータ整備と算出⽅法等
の標準化

『まちづくりの健康診断』
体系の確⽴

・評価体系を構築し、データを標準化
・⾒直しに係る改善⽅策の提⽰
・未作成市町村への訴求にも活⽤

制度・効果の理解醸成 ⼈材確保等への⽀援
・地⽅公共団体や国⺠⼀⼈⼀⼈への

周知・広報の⼯夫
・施策効果の整理、横展開等

・広域含む計画の作成
・⾒直し推進に向けた⼈材等の確保

出典︓⽴地適正化計画の実効性向上に向けたあり⽅検討会とりまとめ

（20⾃治体）（15⾃治体） （22⾃治体）

（352⾃治体）（324⾃治体） （676⾃治体）

④取組に要する⼈材・
予算確保に向けた課題

⑤地元合意に係る調整の
円滑化に向けた課題など

①客観的に把握するためのデータ
や評価⼿法への知⾒の不⾜

②判断に必要な施策効果に
関する情報不⾜

①評価の継続性や広域的な視点等も
考慮した標準的なデータが不⾜

②評価指標やその算出⽅法が統⼀的で
なく、的確な評価が困難

③データの整備や分析等の負担が⼤き
く、⼈材等体制が不⼗分

④評価に基づく適切な⾒直し⽅策や施
策効果の情報提供が不⼗分

出典︓防災・減災 新潟プロジェクト2024実⾏委員会HP

出典︓⽯川県HP

出典︓⽯川県HP
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＜整理した計画＞
地域防災計画
国土強靭化計画
国･県の流域治水計画
水防計画、雪害対策
総合計画、都市MP 等

86%

36%

7%

防災・減災対策の関連

計画の取組を整理

災害リスク分析を踏まえた

新たな防災減災対策を検討

その他 n=14

＜除外しなかった理由＞
垂直避難が可能な浸水深であったから
防災・減災対策の充実により災害リスク
を低減できるため
除外するとまちづくりの支障となるため

４．防災指針の検討における課題・工夫

災害リスク分析
・洪水、津波、土砂災害等の災害ハザード情報を整理
・災害リスク分析を行い、防災上の課題を整理

Step01

誘導区域の設定・見直し

・ 災害リスクを踏まえ、居住地としての土地利用を継続
していくことの意義などを考慮し、誘導区域を検討

防災・減災対策（誘導施策）や目標指標の設定
・ 災害リスクを踏まえ、特に誘導区域におけるハード・

ソフト両面から総合的な防災・減災対策を検討

・庁内や国県等の多様な関係者との議論・調整
・住民等の理解を得ながら検討

防災指針作成の流れ 管内自治体が苦労した点※ 作成における工夫点※

関係機関との調整・合意形成等

100%

93%

64%

36%

29%

7%

都市計画審議会

パブリックコメント

庁内ワーキング等

外部有識者を含む検討会

住民説明会等

その他 n=14

＜調整や合意形成における工夫＞
内容が多いため都市計画審議会を４回開催し説明
庁内で温度差があるため、課題や方針を共有し、
信頼関係の構築に留意して進めた
庁内検討会議を定期開催し意見等を丁寧に確認・
共有し、防災指針に反映

ハザード情報 都市情報

ハザード情報と都市情報を効果的に重ね合わせ、地域
性に応じたきめ細かな災害リスクを分析

分析結果を関係機関と共有し、多分野で結果を活用

・浸水想定区域
・土砂災害特別警戒区域
・地すべり防止区域
・急傾斜地崩壊危険区域
・津波災害特別警戒区域
・雪崩危険箇所
・ため池浸水想定区域 等

・人口分布
・建物分布
・避難施設分布
・都市機能分布
・道路網
・ライフライン

等

【その他の主な苦労点】
・浸水想定区域等の災害イエローゾーンの

扱い方に苦慮
・役場等が市街化調整区域にあり誘導区域

の設定について苦慮

【その他の主な苦労点】
・データ入手に時間を要した、作成中にデータが更新
・まちづくりと確率規模の考え方の整理が難しい
・地震・液状化の被害想定がしにくい

計画の作成にあたり、都市計画審議会やパブリックコメ

ント、庁内ワーキング等により関係機関との共有や調整、

合意形成を実施

【防災指針作成自治体の災害イエローゾーンの扱い（北陸管内）】

【防災・減災対策の検討における整理（北陸管内） 】

【その他の主な苦労点】
・地域防災計画等の関連計画に定めていな

い取組や指標が設定しづらい
・これまで想定していない規模の災害発生

への対応の仕方がわからない

【その他の主な苦労点】
・国や県、隣接する市町村などの関係機関

との協議・調整や協力の求め方
・計画作成に必要な職員の確保が難しい、

人員体制が十分でない

【防災指針作成時の調整や合意形成の方法（北陸管内） 】

地区ごとの詳細なリスク分析を進めたい時に、
何をすればよいかわからず苦慮

浸水想定区域等が広範囲に指定されており、
既成市街地のハザードを排除できず対応に苦慮

災害リスク分析で明らかになった課題に対応する
防災・減災対策が少ない、思いつかない

庁内の関係部署との調整や住民との合意形成を
どのように進めていくかが難しい

Step02

Step03

Step04

災害リスクを踏まえ、ハード・ソフトの防災・減災対策によ

り、安全性が十分に確保されているか検証した上で、ハ

ザードが含まれていても誘導区域を設定

まずは関連計画（地域防災計画、国土強靭化地域計画等）

の方針や取組を整理。庁内だけでなく、国・県の取組（流

域治水等）との連携も重要

n=14

n=14

宅地嵩上げの補助 居住誘導区域内 市

止水板の設置 都市機能誘導区域内 市・事業者

災害危険区域の指定 居住誘導区域内（ハザードエリア内） 市

主体重点的に実施する地区施策

【整備（取組）目標（例）】 
■宅地嵩上げの進捗を令和●年度までに○％、令和●年度までに○％とする。 
■避難路の整備率を令和●年度までに○％とする。 
■地区ごとの避難行動計画の作成率を令和●年度までに100％とする。 

 

過去の水害記録の把握 地形的に浸水の起こり
やすい低地部の把握

旧河道等の把握

色別標高図
□ 浸水範囲

治水地形分類図
□ 浸水範囲
■ 山地
■ 氾濫平野
■ 後背湿地
■ 微高地
■ 旧河道（明瞭）
■ 旧河道（不明瞭）
■ 現河道・水面

たかはし

高梁川水系河川整備計画
□ 浸水範囲
■ 明治26年10月洪水の実績浸水域
■ 昭和47年7月洪水の実績浸水域
■ 昭和51年9月洪水の実績浸水域

リスク分析例 ： 浸水深×建物分布×建物階数

※管内自治体へのアンケート・ヒアリング調査に基づく
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都市機能誘導区域 

５．先進的な自治体における取組事例

ハザード情報だけ
でなく、都市計画
情報等も整理･分析

マクロ・ミクロの
視点でリスクを
定量的に評価

分析結果を市民に
伝わる表現・見せ
方として工夫

● 様々なデータを整理し、被害リスクを定量的に評価
● 詳細な分析結果を市民にも分かりやすく伝える

CASE１：被害リスクの評価と伝え方の工夫（長岡市）

● 狭あい道路と旧耐震の建物を重ね合わせ、地震による
リスク(都市課題)を分析

CASE２：地震による建物倒壊の分析（新発田市）

● 過去の浸水実績や浸水リスクを踏まえ、
    駅や市役所周辺も居住誘導区域から除外

CASE１：浸水リスクを誘導区域から除外（常総市）

● 今後のまちづくりを考慮し、一部区域を除き、家屋
倒壊等氾濫想定区域を居住誘導区域から除外

CASE２：水害リスクの一部を誘導区域から除外（金沢市）

● 県や自治体からの出向職員の活用や大学などとの連携により
庁内体制を強化し、庁外組織を含めた検討組織を構築

CASE１、2：外部の人材や委員会等と連携した検討体制（津久見市、益城町）

震災後からの復興を実感中の住民に対して、
「将来の課題への対応の必要性」について

可能な限り時間をかけて対応

住民対応

● 市街地の大半が津波浸水想定区域であるため、高台に避難拠点として
の機能強化を図る誘導施設の整備を位置付け（都市機能誘導区域に設定）

CASE１：将来を見据えた段階的な都市機能の誘導（日向市）

誘導区域の設定・見直し

誘導施策・具体的な取組

関係機関との調整・合意形成等

災害リスク分析

Step02 

Step01 Step03 

Step04 

【地震によるリスクの大きいエリアの抽出・対策検討】【災害リスク分析・評価の進め方（イメージ）】

出典：長岡市立地適正化計画 出典：新発田市立地適正化計画

【まちづくりの観点を踏まえた誘導区域の設定】【過去の実績・リスクを踏まえた誘導区域の設定】 【Case1津久見市（人口1.6万人）の計画策定体制】

※ 金沢市集約都市形成計画を基に作成

【中長期的な災害避難拠点の位置づけ】

町 長

益城町都市再生協議会

検討部会

作業部会

事務局

庁内組織

庁外組織

アンケート

説明会

住民等参画

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

報告

案提示 意見、提言

素案提示 意見

【Case2益城町（人口3.4万人）の計画策定体制】

震災からの復興

中という益城町

の特殊事情から、

「喫緊の課題」

「将来の課題」

に分けて議論

意見

企画

（都市計画課･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）

※津久見市立地適正化計画を基に作成

※益城町立地適正化計画を基に作成

出典：日向市立地適正化計画

●金沢駅

家屋倒壊等氾濫想定区域を
居住誘導区域から除外

浅
野
川

家屋倒壊等氾濫想定区域で
あるが、まちづくりの観点
から居住誘導区域から除外
しない(景観、歴史文化、商
業、居住等の区域指定あり)

津波浸水想定区域外の高台に、
新たな災害避難拠点の形成に向け、

都市機能誘導区域を設定し、

誘導施設（体育館・避難所）
の整備を位置づけ

4.0ｍ未満の狭あい道路が
多く緊急車両の通行に支障

が生じることが懸念

旧耐震の建物が50％以上あり、
地震による多数の家屋倒壊リスクが懸念

◎市役所

●

水海道駅

●水海道駅

◎市役所

浸水想定区域や家屋倒壊等氾
濫想定区域を居住誘導区域か

ら除外

これまでのまちづくりや
防災･減災対策による安全

性確保を確保し、

居住誘導区域に含む

出典：常総市立地適正化計画

誘導区域設定リスク分析

浸水深 3.0ｍ未満（L2）
浸水深 3.0ｍ以上（L2）
家屋倒壊等氾濫想定区域
居住誘導区域
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